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刑法 207 条の趣旨、適用範囲、適用方法
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【裁 判 結 果】　上告棄却
【参 照 法 令】　刑法 207 条・205 条
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LEX/DB 文献番号 25447859

事実の概要

　被告人Ａ及びＢが、共謀の上、被害者Ｄに対し
て第 1暴行を加え、さらに被告人Ｃが、被害者
に対して第 2暴行を加え、これらの暴行により
Ｄは急性硬膜下血腫に基づく急性脳腫脹により死
亡したが、Ａ、Ｂ並びにＣのいずれの暴行により
死因となった傷害が生じたのか不明であった。こ
のような事実関係において、第一審の名古屋地判
平 26・9・19（LEX/DB 文献番号 25504831）は同
時傷害致死事案における刑法 207 条を、誰も結
果につき責任を負わない不合理を回避するための
特例と理解した上で、本件においてはＣに死亡結
果につき責任を問えることから同条の適用を否定
し、Ａ及びＢについては傷害罪、Ｃについては傷
害致死罪の成立を認めた。これに対して、控訴審
である名古屋高判平 27・4・16（高刑集 68 巻 1号
1頁、LEX/DB 文献番号 25506303）は 207 条の適用
を示唆して、第一審判決を破棄し、当該事件を第
一審に差し戻す判断を示した。Ｃが上告した。

決定の要旨

　「刑法 207 条は、二人以上が暴行を加えた事案
においては、生じた傷害の原因となった暴行を特
定することが困難な場合が多いことなどに鑑み、
共犯関係が立証されない場合であっても、例外的
に共犯の例によることとしている。同条の適用の
前提として、検察官は、各暴行が当該傷害を生じ

させ得る危険性を有するものであること及び各暴
行が外形的には共同実行に等しいと評価できるよ
うな状況において行われたこと、すなわち、同一
の機会に行われたものであることの証明を要する
というべきであり、その証明がされた場合、各行
為者は、自己の関与した暴行がその傷害を生じさ
せていないことを立証しない限り、傷害について
の責任を免れないというべきである。
　そして、共犯関係にない二人以上による暴行に
よって傷害が生じ更に同傷害から死亡の結果が発
生したという傷害致死の事案において、刑法 207
条適用の前提となる前記の事実関係が証明された
場合には、各行為者は、同条により、自己の関与
した暴行が死因となった傷害を生じさせていない
ことを立証しない限り、当該傷害について責任を
負い、更に同傷害を原因として発生した死亡の結
果についても責任を負うというべきである（最高
裁昭和 26 年（れ）第 797 号同年 9 月 20 日第一
小法廷判決・刑集 5巻 10 号 1937 頁参照）。この
ような事実関係が証明された場合においては、本
件のようにいずれかの暴行と死亡との間の因果関
係が肯定されるときであっても、別異に解すべき
理由はなく、同条の適用は妨げられないというべ
きである。」

判例の解説

　本決定は１）、最高裁として（おそらく）初めて、
同時傷害（致死）事案につき刑法 207 条の趣旨、
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適用要件を示した点、とりわけ条文上明示されて
いないいわゆる「同一の機会」要件が 207 条の
適用に当たって必要であることを明言した点に意
義がある。さらに傷害致死事案において、死亡結
果につき責任を問える者がいる場合であっても、
（死因となった）傷害につき、その傷害が誰の行為
から生じたのか不明な場合には 207 条の適用は
妨げられないとの判断を示した点も重要である。
というのも、このことは、「複数人の暴行→（死
因となった）不明の傷害→死亡結果」という同時
傷害致死類型事案につき、「複数人の暴行→不明
の傷害」に 207 条を適用することで死亡結果に
対して 207 条の適用を否定していることを意味
するからである（もっとも、「複数人の暴行→不明
の死亡」という同時暴行致死類型について本決定は
何も述べておらず、それゆえこの場合には本決定の
射程は及ばない）。従来、判例・裁判例は、207 条
の適用範囲につき、傷害致死罪まで含むとの理解
が一般的であったことからすると２）、この点の確
認は重要である。
　本件最高裁は、上述の通り、原判決の第一審判
決を破棄し、事件を第一審に差し戻すという判断
を支持し、上告を棄却した。ここで、判断が分
かれたのは、207 条の趣旨とそれに基づく適用方
法、適用範囲に関する理解の相違と、もう一つは、
207 条の書かれざる適用要件である「同一の機会」
要件にあてはまるか否かであった。
　前者から確認しよう。本件第一審は、第 1暴行
を行ったＡ、Ｂと、第 2暴行を行ったＣとの間に
同時傷害致死罪の適用を否定して、Ａ、Ｂには傷
害罪の限度で罪を問い、Ｃにのみ傷害致死罪を適
用した。すなわち、本件第一審によれば、207 条
の同時傷害の特例には傷害致死の場合も適用され
ることを前提に、207 条の同時傷害致死の理解に
つき、「死亡させた結果について、責任を負うべ
き者がいなくなる不都合を回避するための特例」
と理解した上で、このような理解から、本件にお
いては、「仮に、第 1暴行で既に同傷害が発生し
ていたとしても、第 2暴行は、同傷害を悪化させ
たと推認できるから、第2暴行はいずれにしても、
Ｄの死亡との間に因果関係は認められること」と
なるので、同時傷害致死罪（207 条）を適用する
前提が欠けることになるとした。つまり死亡結果

につき責任を負う者がいる以上、同時傷害致死罪
は問題とならないとしたのである。
　それに対して、本件控訴審３）は、207 条の適
用方法につき、次のような判断を示した。すなわ
ち、第 1暴行と第 2暴行とは、そのいずれもが
死因となった傷害を発生させることが可能なもの
であり、かつ実際に発生した当該傷害がいずれの
暴行によるか不明であるものとの理解の上で、死
亡の結果の発生をひとまずおいて考えれば、同時
傷害の特例に関する 207 条が適用され、被告人
3名全員が、両暴行のいずれか（あるいはその双
方）と因果関係がある当該傷害の発生について、
共犯として処断されるとした上で、被告人 3名
が当該傷害の発生について共犯としての刑責を負
うという前提で考える以上、この場合、被告人 3
名が共犯としての刑責を負うべき傷害を原因とし
て生じた被害者の死亡についてもまた、被告人 3
名は共犯としての刑責を負うことになると解すべ
きとした。ここでは、同時傷害の特例は、「傷害」
が誰の手によって生じたのかがわからない場合の
特別規定であって、死の結果は死の原因となる傷
害と因果関係があるため問われるにすぎないと解
されている。つまり、207 条の適用範囲は、あく
まで傷害の範囲に限定されているのである。した
がって、本件控訴審の理解では、207 条を傷害致
死罪に直接適用するものではないことを確認する
ことが重要である。
　そして、第一審の結論に対して、本件控訴審は、
（ア）「実際に発生した傷害との因果関係について
検討しないで、直ちに死亡との因果関係を問題に
している点で、暴行と傷害との因果関係が不明で
あることを要件とする 207 条の規定内容に反す
る」こと、このように解する場合、死因となった
（イ）「傷害の発生について、結局は誰も責任を問
われないことになることを看過したもの」と批判
した４）。
　本件控訴審は、207 条の趣旨については明言し
ていなかったが、上告を受けて、本件最高裁は、
207 条の趣旨につき、上述の通り、生じた傷害の
原因となった暴行を特定することが困難な場合が
多いことなどに鑑み、例外的に共犯の例によるこ
ととしたのであり、死亡結果につき、責任を負う
者がいる場合であっても、207 条の適用は可能と
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して、本件控訴審の判断を支持した。
　次に「同一の機会」要件についてであるが、本
件第一審と控訴審はともに、第 1暴行と第 2暴
行において場所的時間的近接性があることを前提
に、第 1暴行を行ったＡ、Ｂの金銭トラブルに
関する認識（解決したのか、いまだ問題が継続中な
のか）、Ａらと被害者との間での当該トラブルに
関するＣの認識（知っていたのかどうか）、さらに
Ｃと当該トラブルとの利害関係などから、本件第
一審は、第 1暴行の被告人らは第 2暴行を「予期」
できなかったとしたのに対して、本件控訴審は、
本件第一審の事実認定ないしその評価に関して疑
問を呈し、第 1暴行の被告人らと第 2暴行の被
告人とでは、相応に共通するものがあったとの評
価を示した。ここでは、事実認定あるいはその評
価の相違によって結論が分かれているため、以下
の検討から除外するが、しかし次の点を確認して
おくことは重要と思われる。すなわち、本件第一
審、控訴審とも、本件において時間的場所的近接
性が認められることは共通の前提にしており、そ
の上でさらにどのような事情によって「同一の機
会」が認められるのかにつき問題としている点で
ある。このことからすれば、時間的場所的近接性
は、「同一の機会」要件の重要だが、しかし一つ
の判断要素にすぎない。このことは、本件最高裁
が外形的共同実行、すなわち「同一の機会」とし
ていることからも窺える。
　以上を踏まえ、本件第一審と控訴審・最高裁と
の対立点を整理すると以下のようになると思わ
れる。①傷害致死に関する 207 条の趣旨の理解、
② 207 条にいう「傷害」の範囲、③傷害致死事
案における 207 条の適用方法、①②③を踏まえ
て④法令適用の在り方であり、これらに沿って対
立点を示すと次の通りである。
　まず、第一審（以下、理解Ａという）は、①：
死亡結果につき誰も責任を負わない不合理を回避
するため、②：傷害結果と死亡結果、③：死亡結
果との因果関係を検討し、誰の手によるか不明な
場合に適用、④：207 条、60 条５）、205 条となる。
　それに対して、本件控訴審・最高裁（以下、理
解Ｂという）は、①：傷害結果につき誰も責任を
負わない不合理を回避するため、②：傷害結果の
み、③：まず、傷害結果につき因果関係を検討し

不明の場合に同時傷害規定（207 条、60 条、204 条）
を適用し、さらに当該傷害結果と死亡結果との間
に因果関係があれば傷害致死罪（205 条）を適用、
④：正確には、207 条、60 条、204 条（同時傷害）、
205 条（傷害致死罪）となるはずである。
　以上の対立点を確認した上で、次に従来の裁判
例が理解ＡとＢのいずれの立場にあるのかを確認
しよう。
　まず、本件最高裁も挙げている最判昭 26・9・
20（刑集 5巻 10 号 1937 頁）は、被告人Ｙが、口
論の末Ｚの頭部を手拳で殴打し、被告人Ｖ及びＷ
が、Ｚの頭部顔面等を蹴り、同人を死亡するに至
らしめたが、いずれの行為により、死因となった
傷害が発生したのかが不明という事案であった。
この点、最判昭 26・9・20 は、傷害致死罪の成
立には傷害と死亡との間に因果関係の存在を必要
とすることを前提に、「原判決は本件傷害致死の
事実について被告人外二名の共同正犯を認定せず
却つて二人以上の者が暴行を加え人を傷害ししか
もその傷害を生ぜしめた者を知ることできない旨
判示していること原判文上明らかなところである
から、刑法 207 条を適用したからといつて、原
判決には所論の擬律錯誤の違法は存しない」とし
た。つまり、ここで最判昭 26・9・20 は、傷害
につき誰が生じさせたのか不明な場合に 207 条
を適用するのは問題ないとした上で、傷害致死罪
の成立を認めている。この点、団藤は、207 条に
つき、「暴行者の全員が実際に発生した傷害結果
について責任を負うことになる。そうして、も
し、その傷害の結果として被害者が死亡した時は、
傷害致死罪の適用を免れない」６）として、最判昭
26・9・20 を挙げている。これらのことからすれ
ば、最判昭 26・9・20 は、理解Ｂに立っている
と解され、それゆえ、最判昭 26・9・20 は 207
条に傷害致死罪も含まれることを認めた判例では
ない。
　下級審においては、おそらく従来、本件におい
て問題となった適用方法につきあまり問題意識が
見られないためかはっきりしないが、適用方法に
つき理解Ｂの立場に立っている、ないし親和的と
理解できる裁判例が存在する一方７）、理解Ａと理
解Ｂとが混乱している裁判例もある８）。このよう
に、下級審については、断定的なことはいえない
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が、少なくとも、最判昭 26・9・20 は上述の通り、
理解Ｂに立つものと解され、本件控訴審・最高裁
は最判昭 26・9・20 に沿うものと解される。
　以上を踏まえて、では、理解Ａと理解Ｂのいず
れが妥当か検討しよう。まず、207 条の適用範囲
の問題、とりわけ、傷害致死罪が 207 条に含ま
れるのかどうかにつき、これを肯定する見解によ
れば９）、207 条の規定の位置や規定目的、さらに
207 条にいう「傷害」の文言解釈につき、「死亡は
生理的機能障害の極致として『傷害』の一種」10）

と解されることから、「傷害」の中に死亡結果も
含まれるとする。これに対して、207 条の例外性
や 207 条には「傷害」としか書かれていないこ
とから、その適用範囲は傷害事案に限定すべきと
いう見解も有力である 11）。それゆえか、学説上、
207 条の適用を傷害罪にのみ限定しつつ、当該傷
害と死亡結果との間に因果関係があることをもっ
て、本件のような場合、被告人ら全員に傷害致死
罪の成立を認めるのが、上述の団藤説、つまり理
解Ｂである。
　もっとも、理解Ｂには、次のような問題点があ
ると思われる。すなわち、死亡結果を「傷害」か
ら排除する一方で、当該傷害と因果関係があるか
らという理由で傷害致死罪を適用するのは矛盾と
思われるし、また理解Ｂの理論構成では、共犯擬
制の効果は傷害結果までのはずであるにもかかわ
らず致死結果にまで共犯責任を及ばすことは論理
に飛躍があると思われる 12）。それゆえ、傷害致
死事案にも 207 条を適用するのであれば、つま
り、共犯擬制の効果を傷害致死事案にまで及ぼす
のであれば、理解Ａによるしかないと思われる。
もっとも、理解Ａに対しては、本件控訴審によっ
て上述の（ア）、（イ）の批判がなされている。（ア）
については、傷害致死罪にも 207 条の適用を認
める限り、（ア）の理解に問題があることは上述
の通りである。（イ）については、次の点を確認
しておく必要がある。すなわち、207 条の同時傷
害致死につき適用前提が欠ける場合、同時に同時
傷害についてもその適用前提が欠けるのか、とい
う点である。というのも、より重い死亡結果につ
き適用前提に欠ける以上、軽い傷害についても適
用前提に欠けるともいいうるからである。しかし、
例えば、重い故意犯での処罰前提に欠けるからと

いって過失犯処罰の前提もまた同時に欠けるとい
うことにはならないように、論理的には、重い場
合の適用前提の欠如が同時に軽い場合の適用前提
の欠如までを意味しない。それゆえ、本件におい
て、死因となった傷害の発生につき誰も責任をと
らないことが不合理だとすれば、被告人ら 3名
に同時傷害を適用すればよい 13）。

●――注
１）本件最高裁決定に関する評釈として、豊田兼彦「判批」
法セ 737 号 123 頁。

２）山口厚『刑法各論〔第 2版〕』（有斐閣、2010 年）51 頁、
西田典之『刑法各論〔第 5版〕』（弘文堂、2011 年）46 頁、
松宮孝明『刑法各論講義〔第 4版〕』（成文堂、2016 年）
44 頁など。

３）本件控訴審に関する評釈類として、鷦鷯昌二「判解」
研修 807 号 3 頁、松宮孝明「判批」法セ 731 号 115 頁、
内田浩「判批」法教 425 号〔判例セレクト 2015〕31 頁、
豊田兼彦「判批」ジュリ 1492 号 153 頁。

４）同趣旨の批判として、鷦鷯・前掲注３）10 頁。
５）裁判例上、刑法 60 条を適用していないもの（例えば、
大阪高判昭 26・3・2（LEX/DB 文献番号 24001391））も
ある。また、理論的に 60 条の適用を不要とするものと
して、樋口亮介「同時傷害の特例（刑法 207 条）」研修
809 号 15 頁。

６）団藤重光『刑法綱要各論〔第 3版〕』（創文社、1990 年）
419 頁。

７）例えば、仙台地判平 25・1・29（LLI/DB06850125）、
神戸地判平 21・2・9（LEX/DB 文献番号 25440853）、大
阪高判昭 61・12・10（LEX/DB 文献番号 27917202）など。

８）例えば、名古屋地判平 25・7・12（LEX/DB 文献番号
25501584）は趣旨、適用方法については、理解Ｂに立
ちつつ、「傷害」の範囲、④適用法令については、理解
Ａに立っており、東京高判平 11・6・22（LEX/DB 文献
番号 28065141）も、適用方法について理解Ｂに立ちつつ、
「傷害」の範囲については理解Ａに立っているものと解
される。

９）この点に関する学説の詳細は、筑間正泰「刑法 207 条（同
時傷害）について」広法 11 巻 2号 49 頁以下参照。

10）松宮・前掲注２）44 頁など。
11）西田・前掲注２）47 頁など。さらに豊田・前掲注１）
123 頁によれば、「『砂上』を死亡にまで広げてよいか」
疑問とする。

12）豊田・前掲注１）123 頁は、「『砂上』に『楼閣』を重
ねるようなもの」とする。

13）この点を主張するものとして、松宮・前掲注３）115 頁。

龍谷大学教授　玄　守道


